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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　胸軟骨（２４）を鳥胸屠体（４）から除去するための装置であって、
　前記装置は、直線の、特に水平な軌道（２６）に沿って、固定された方向において前記
胸屠体（４）を移動させるための搬送装置（２）であって、前記胸屠体（４）の正中面（
２０）は前記軌道（２６）に対して垂直である搬送装置（２）と、
　位置を固定して配置された切断装置（３０）と、
を有しており、
　前記切断装置は、前記正中面（２０）に対して垂直に配置された横切断面内に延在しか
つ前記胸軟骨（２４）を通過する横切断を実施するための横断刃（３２）であって、前記
横切断面が、前記正中面（２０）に対して垂直に配置された前記胸屠体（４）の横断面（
３４）と３０°までの角度を形成する、横断刃（３２）と、
　前記正中面（２０）に対して垂直に配置された前頭断面内に延在する前記胸軟骨（２４
）を通過する前頭断を実施するための前頭断刃（３６）であって、前記前頭断面が、前記
正中面（２０）に対して垂直、かつ、前記横断面（３４）に対して垂直に配置された前記
胸屠体（４）の前頭面（３８）と３０°までの角度を形成する、前頭断刃（３６）と、
を有し、
　前記横断刃（３２）及び前記前頭断刃（３６）は、移動方向（２８）とは反対を指す先
端（４４）から延在する装置。
【請求項２】
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　前記横断刃（３２）及び／又は前記前頭断刃（３６）は、平らであることを特徴とする
請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記横断刃（３２）及び／又は前記前頭断刃（３６）は、直線状に形成されていること
を特徴とする請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　前記横断刃（３２）及び／又は前記前頭断刃（３６）が、前記軌道（２６）に対して鋭
角に、特に１０°、１５°、又は２０°までの角度において配置されていることを特徴と
する請求項１から３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記横断刃（３２）及び／又は前記前頭断刃（３６）において前記先端（４４）に隣接
する始まりの領域が鈍いことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記横断刃（３２）には、さらなる横断刃（５０）が配設されており、
　前記さらなる横断刃は、補完的な横切断を、特に前記横切断面において行うために、前
記横断刃に向かい合い、かつ、前記胸屠体（４）の移動方向において、鋭角に前記横断刃
（３２）と合流するように配置されていることを特徴とする請求項１から５のいずれか一
項に記載の装置。
【請求項７】
　前記横断刃（３２）の上方及び／又は下方には、機械的駆動体（５２）及び／又はスク
レーパ（７４、７６）が、前記胸屠体（４）から完全又は部分的に分離された前記胸軟骨
（２４）を、前記胸屠体（４）の移動方向（２８）に動かすために、及び／又は、前記横
断刃（３２）を取り外すために配置されていることを特徴とする請求項１から６のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記駆動体（５２）又はスクレーパ（７４、７６）は、前記横断刃（３２）の上方に配
置された駆動要素（８０）に連結されており、前記駆動要素は、前記搬送装置（２）又は
前記搬送装置によって移動する胸屠体を通って移動可能であることを特徴とする請求項７
に記載の装置。
【請求項９】
　前記駆動要素と前記駆動体（５２）とは、それぞれ径方向に延在するアーム（５４）を
有していることを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　特に請求項１から９のいずれか一項に記載の装置を用いて、鳥胸屠体（４）から胸軟骨
（２４）を除去するための方法であって、
　前記胸屠体（４）が直線の、特に水平な軌道（２６）に沿って動かされ、
　前記胸屠体（４）の正中面（２０）は前記軌道（２６）に対して垂直であり、
　横断刃（３２）及び前頭断刃（３６）を有し、位置を固定して配置された切断装置（３
０）であって、前記横断刃（３２）及び前記前頭断刃（３６）が移動方向（２８）とは反
対を指す先端（４４）をから延在する、切断装置が設けられ、
　移動する前記胸屠体（４）と位置が固定された切断装置（３０）から、前記横断刃（３
２）とが協働することによって、前記正中面（２０）に対して垂直に配置された横切断面
内を延在する前記胸軟骨（２４）を通過する横切断が行われ、
　前記横切断面は、前記正中面（２０）に対して垂直に配置された前記胸屠体（４）の横
断面（２４）と３０°までの角度を形成し、前頭断刃（３６）を用いて、前記正中面（２
０）に対して垂直に配置された前頭断面内を延在する前記胸軟骨を通過する前頭断が行わ
れ、前記前頭断面は、前記正中面（２０）に対して垂直、かつ、前記横断面（３４）に対
して垂直に配置された前記胸屠体（４）の前頭面（３８）と３０°までの角度を形成し、
少なくとも前記胸軟骨（２４）の一部は前記胸屠体（４）から分離される方法。
【請求項１１】
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　前記胸屠体（２４）の前記前頭面（３８）は、垂直に形成されているか、又は、垂直線
に対して１０°、１５°、２０°、若しくは３０°までの角度範囲内で形成されているこ
とを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記横切断と前記前頭断とは、共通の始点又は共通の始線から延在することを特徴とす
る請求項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１３】
　横切断と前頭断とは、同時に実施されることを特徴とする請求項１０から１２のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記横切断とは反対の方向に延在し、前記横切断と同じ面内を延在し得る、さらなる横
切断が実施されることを特徴とする請求項１０から１３のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鳥胸屠体から胸軟骨を除去するための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　胸軟骨（英語ではkeel bone、竜骨）は、鳥において胸骨の延長部分を形成しており、
医薬品産業では、コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸ナトリウム、及びその他の医薬品と
して有益なアミノ酸を得るための原料として必要とされている。
【０００３】
　小さく、数グラムの重さしかない軟骨の塊を分離して収集することは、一般に複雑な手
作業であり、したがって、実際には、理論上得られる全ての胸軟骨の塊が得られるもので
はなく、需要が供給可能量を数倍上回ってしまう。
【０００４】
　ヨーロッパでは、鳥の解体は大幅に自動化されており、大部分は機械によって行われる
。当該機械では、鳥の体から胸肉を分離する第１のステップにおいて、骨（胸骨、胸軟骨
、肋骨弓）を含めた胸の塊が丸ごと分離され、この胸の塊は、さらなる自動解体装置につ
ながれる。その中で、胸の塊は、コンベヤによって、解体装置を通過するように引っ張ら
れる。一般的に適用される搬送速度は例えば約１５ｋｍ／時であり、この場合、胸軟骨を
手作業で得ることは不可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、胸の塊の搬送速度を落とさずに、又は、胸の塊を他の装置に新たには
め込むことなく、胸軟骨を胸の塊から分離できる装置を提案することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本課題は、鳥胸屠体から胸軟骨を除去するための装置によって解決される。当該装置は
、直線の、特に水平な軌道に沿って、固定された方向において胸屠体を移動させるための
搬送装置であって、胸屠体の正中面は軌道に対して垂直である搬送装置と、位置を固定し
て配置された切断装置とを有しており、当該切断装置は、正中面に対して垂直に配置され
た横切断面内に延在しかつ胸軟骨を通過する横切断を実施するための横断刃であって、当
該横切断面は、正中面に対して垂直に配置された胸屠体の横断面と３０°までの角度を形
成する横断刃と、正中面に対して垂直に配置された前頭断面内に延在する胸軟骨を通過す
る前頭断を実施するための前頭断刃であって、当該前頭断面は、正中面（２０）に対して
垂直、かつ、横断面に対して垂直に配置された胸屠体の前頭面と３０°までの角度を形成
する前頭断刃とを有する。
【０００７】
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　移動する胸屠体に比べて、固定された切断装置を予め方向付けることによって、両方の
刃、すなわち横断刃と前頭断刃とは、横断刃及び／又は前頭断刃と搬送装置又は胸屠体の
肉若しくは骨等のその他の部分との間で望ましくない接触を起こすことなく、胸軟骨を選
んで胸骨から分離することができる。
【０００８】
　定義によると、横断面及び前頭面は、胸屠体の正中面に対して垂直かつ互いに対して垂
直に延在しているが、横切断面と前頭断面とは必ずしも直交せずとも良い。
【０００９】
　好ましくは、横断刃及び／又は前頭断刃は平らである。さらに、好ましくは、横断刃及
び／又は前頭断刃は直線状に形成されている。横断刃は、好ましくは、横切断面内に延在
している。さらなる横断刃も、好ましくは横切断面内に延在している。前頭断刃は、好ま
しくは前頭断面内に延在する。
【００１０】
　さらに、横断刃及び／又は前頭断刃を、軌道に対して鋭角に、特に１０°、１５°、又
は２０°までの角度において配置しても良い。
【００１１】
　横断刃及び前頭断刃は、移動方向とは反対を指す先端を始点としても良い。このとき、
先端に隣接する始まりの領域（横断刃及び／又は前頭断刃の各刃の、そこから先端が始ま
る全長の１０％、２０％、又は３０％まで）は鈍くても良い。横断刃及び前頭断刃の始ま
りの領域の間に形成される鋭角は、５°から３０°の間、好ましくは１０°から２０°の
間である。
【００１２】
　本発明では、好ましくは、さらなる横切断を、特に横切断面において実施するため、横
断刃に、当該横断刃に向かい合うさらなる横断刃が配設されている。このさらなる横断刃
は、回転切刃として、又は固定切刃として、例えば胸屠体の移動方向において、鋭角に横
断刃と合流するように配置された刃として構成され得る。
【００１３】
　本発明のさらなる構成においては、横断刃の上側及び／又は下側に、胸屠体から完全若
しくは部分的に分離された胸軟骨を胸屠体の移動方向に動かすため、及び／又は横断刃を
取り外すために駆動体及び／又はスクレーパが配置されている。
【００１４】
　駆動体又はスクレーパを、横断刃の上方に配置された駆動要素に連結することができる
。当該駆動要素は、搬送装置又は当該搬送装置によって動かされる胸屠体を通って移動可
能である。
【００１５】
　好ましい実施形態においては、駆動要素と駆動体とは、それぞれ径方向に延在するアー
ムを有するとともに、回転可能に支承されている。
【００１６】
　駆動体とは別に、又は、駆動体に追加して、横断刃又はさらなる横断刃の上方及び／又
は下方にスクレーパを設けても良い。当該スクレーパは、各切断プロセスの後、横断刃又
はさらなる横断刃を、胸屠体の移動方向とは反対方向に、適切に取り外す。
【００１７】
　本発明はさらに、特に本発明に係る装置を用いて、鳥胸屠体から胸軟骨を除去するため
の方法に関する。当該方法においては、胸屠体が直線の、特に水平な軌道に沿って動かさ
れ、胸屠体の正中面は当該軌道に対して垂直であり、位置を固定して配置された切断装置
には２つの刃が装備され、移動する胸屠体と位置が固定された切断装置とが協働すること
によって、正中面に対して垂直に配置された横切断面内を延在する胸軟骨を通過する横切
断が行われ、当該横切断面は、正中面に対して垂直に配置された胸屠体の横断面と３０°
までの角度を形成し、正中面に対して垂直に配置された前頭断面内を延在する胸軟骨を通
過する前頭断が行われ、当該前頭断面は、正中面に対して垂直、かつ、横断面に対して垂
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直に配置された胸屠体の前頭面と３０°までの角度を形成し、少なくとも胸軟骨の一部は
胸屠体から分離される。
【００１８】
　好ましくは、胸屠体の前頭面は、垂直に形成されているか、又は、垂直線に対して１０
°、１５°、２０°、若しくは３０°までの角度範囲内で形成されている。
【００１９】
　横切断は、好ましくは矢状方向において、水平に、前方へ向かって行われる。
【００２０】
　前頭断は、好ましくは垂直方向において、下方に向かって行われる。
【００２１】
　好ましくは、横切断と前頭断とは、共通の始点又は共通の始線から延在する。
【００２２】
　好ましくは、横切断と反対方向に延在し、当該横切断と同じ面に延在可能な、さらなる
横切断が実施される。
【００２３】
　横切断、前頭断、及びさらなる横切断は、同時に実施可能である。
【００２４】
　好ましくは、横切断、前頭断、及びさらなる横切断の内、少なくとも１つが、胸屠体の
移動の進行具合に比例して漸進的に、特に胸屠体の搬送速度に比例して、又は搬送速度の
５％、１０％、１５％、２０％、３０％、４０％、又は５０％の速度で実施される。
【００２５】
　本発明を以下に、図を参照して実施例を用いて詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】鳥胸屠体のための固定要素の側面図である。
【図２】図１に係る固定要素の前面図である。
【図３】図１及び図２に係る固定要素の上面図である。
【図４】図１から図３に係る固定要素の、斜め前からの斜視図である。
【図５】図１から図４に係る固定要素の、斜め前からの斜視図であり、当該固定要素に保
持された鳥胸屠体を共に示した図である。
【図６】固定要素の側面図であり、当該固定要素に保持された鳥胸屠体を共に示した図で
ある。
【図７】固定要素に保持された鳥胸屠体の前面図である。
【図８】胸屠体の胸軟骨に突き入る前の切断装置の概略的斜視図である。
【図９】胸軟骨に突き入った直後の図８に係る切断装置の図である。
【図１０】胸軟骨に切り込む際の切断装置の図である。
【図１１】切断装置の斜視図である。
【図１２】本発明のさらなる実施形態の斜視図である。
【図１３】図１２に係る実施形態の上面図である。
【図１４】図１２及び図１３に係る実施形態の移動方向における前面図である。
【図１５】図１２から図１４に係る実施形態を下から見た図である。
【図１６】図１２から図１５に係る実施形態の主要要素を分解した図である。
【図１７】図１２から図１６に係る実施形態の切断装置の上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図１から図７に基づいて、まず鳥胸屠体の保持及び移動のための搬送装置と、当該搬送
装置における鳥胸屠体の位置調整及び固定とに関して説明する。
【００２８】
　図１は、破線で示した鳥胸屠体４のための、ガイド部６と固定部８とを有する固定要素
２の側面図である。ガイド部６は、Ｔ字型の横断面の、下を切り取って形成されたガイド
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ノッチ１０を有しており、当該ガイドノッチにより、固定要素２は、横断面が対応するよ
うに構成された搬送装置のガイドレール上を引っ張られる。それによって、固定部８に保
持された鳥胸屠体４を、次々に異なる作業場に搬送することができる。鳥胸屠体４は、鉤
状突起１２と、固定部８の湾曲した、適合した輪郭を有する位置決め面１４との間に挿入
可能であり、図２に対置された図７が示すように、突起１２の方向において押し出し可能
な固定ピン１６（図４）を用いて、形状接続的かつ少ない遊びで固定される。
【００２９】
　図５から図７に示すように、固定部８に固定された位置において、鳥胸屠体４の正中面
２０は、垂直かつ固定要素２の長手軸方向において、すなわち、位置決め面１４、固定ピ
ン１６、及び突起１２の中心を通って延在している。鳥胸屠体の正中面は、対称面として
背骨及び胸骨の中心を通って延在する面であるので、この方向付けによって同時に、胸骨
２２及び胸軟骨２４の垂直方向の位置調整が確実に行われる。正中面２０は、明らかに軌
道２６に対して垂直に延在しており、当該軌道に沿って、搬送装置内の固定要素２は、移
動方向２８において前方に移動する。
【００３０】
　実際には、特定の加工設備及び搬送装置では、つねに同じような大きさの動物が食肉処
理されるので、胸屠体４もつねに同じ大きさを有し、その固定要素２での固定は、再現可
能かつ少ない遊びで確実に行われ得る。図６は、胸骨２２及び胸軟骨２４の配置を、側面
図においてもう一度明らかに示しており、当該胸軟骨は、位置決め面１４の下側部分に直
接隣接している。
【００３１】
　以下に、図８から図１１を参照して、本発明に係る胸軟骨を分離するための装置につい
て説明する。搬送装置及び移動する固定要素２に関連して、位置を固定して配置された切
断装置３０は、所定の軌道に沿って前方に移動する固定要素２に固定された鳥胸屠体が、
必然的に切断装置とかみ合い、それによって、何らかの方法で胸屠体が損なわれることな
く、胸軟骨が狙い通りに分離されるように配置されている。
【００３２】
　切断装置３０は少なくとも２つの刃を有している。すなわち、図示された例では胸屠体
４の横断面３４（図７も参照）に対して平行に配置された横断刃３２と、胸屠体４の前頭
面３８に対して平行に配置された前頭断刃３６とである。横断面３４は、正中面２０に対
して垂直に延在し、図示された実施例では、略水平に延在している。前頭面３８は同様に
、正中面２０に対して垂直に延在するとともに、さらに、横断面３４に対して垂直に延在
し、図示された実施例では垂直に延在している。正中面２０は、軌道２６及び屠体の移動
方向２８に対して垂直に延在しているので、横断面３４及び前頭面３８は、それぞれ軌道
２６及び移動方向２８に対して平行に延在する。
【００３３】
　胸軟骨の形状に関して、及び、固定要素２における胸屠体４の固定に関して、複数の変
型例があり得るので、横断刃３２が正確に横断面３４内に延在するのではなく、それに対
して角度をもって延在する横切断面内に延在し、それによって、例えば水平ではなく、斜
めに延在する胸骨２２と胸軟骨２４との間の移行部４０（図６）を正確にたどることがで
きると適切である。いずれの場合も、横断刃３２が軌道２６に対して平行な面内に延在し
、それによって、胸屠体が停止している刃を通り過ぎる間に、搬送による移動に対して横
方向における高さのずれが生じないと適切である。
【００３４】
　例えば矢状方向４２、すなわち正中面２０及び横断面３４内に延在する、固定要素２か
ら離れる方向における漸次的な切断プロセスを可能にするために、横断刃３２は鋭角ｔで
、軌道２６又は移動方向２８に関して配置されている。
【００３５】
　前頭断刃３６は、正確に前頭面３８内に延在しなければならないのではなく、それに対
して角度をもって延在する前頭断面内に配置されていても良く、それは、各胸屠体の形状
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又は固定のある程度の差異を調整することを目的とする。前頭断刃３６の領域においても
、下降方向４３における漸次的な切断プロセスを、胸屠体の前方移動に対応して行うため
に、前頭断刃３６は横断刃３２と同様に、軌道２６又は胸屠体４の移動方向２８に対して
鋭角ｆを形成するように配置されている。
【００３６】
　横断刃３２と前頭断刃３６とは、略一点に集まるように配置されている。これらは先端
４４を始点とし、その領域では比較的鈍い。先端４４は、当該先端が胸骨と胸軟骨との間
の移行部４０の高さにおいて、胸骨に直接隣接して、胸軟骨内又は胸軟骨と固定要素との
間に突き入り、この点から、横断刃３２は、方向４２において移行部４０に沿って略水平
な切断を実施し、前頭断刃３６は、方向４３において胸骨と胸軟骨との間で略垂直な切断
を実施できるように配置されている。
【００３７】
　先端の領域において刃を鈍く形成することで、先端が突き入る際に、当面は切断作用が
生じず、胸軟骨が先端のくさび効果によって、部分的に固定要素から持ち上げられるか、
又は取り外され、後続の切断プロセスが容易になり、改善される。
【００３８】
　図９は、先端が胸軟骨と胸骨又は屠体との間に突き入る第１の段階を示している。
【００３９】
　図１０は、横断刃及び前頭断刃の鋭い領域が効果を発揮するさらなる切断経過を示して
いる。
【００４０】
　胸軟骨を完全に切り取ることを容易にするために、有利にはさらなる横断刃５０が設け
られている。当該横断刃は、横断刃３２の面に配置されており、逆の方向ではあるが、や
はり軌道２６に対して鋭角を成すように位置調整されているので、両方の横断刃３２、５
０の間には、先が細く、狭くなった間隙が形成されている。当該間隙内には、胸屠体４の
移動に基づいて胸軟骨が運び込まれ、その端部において確実に切り取られる。
【００４１】
　図１１は、本発明に係る切断装置３０の上面図であり、軌道２６に対して鋭角に配置さ
れた横断刃及び前頭断刃３２、３６と、先端４４と、さらなる横断刃５０とが認められる
。さらに、破線で示されているのは、横断刃３２、５０の下側の、アーム５４を有する機
械的駆動体５２であり、その目的は、胸屠体が通り過ぎる際にそのつど、略又は完全に切
り取られた胸軟骨を移動方向２８においてさらに移動させ、それによって切断装置の領域
において停滞が生じないようにすることにある。駆動体５２を、横断刃３２の上方に配置
された回転可能な駆動要素に、回転しないように接続することができる。当該駆動要素は
、やはり１つ又は複数の径方向に延在するアームを有しており、当該アームは（それぞれ
）通り過ぎる胸屠体によって共に移動させられる。
【００４２】
　以下に図１２から図１７を用いて、本発明のさらなる実施形態について言及する。当該
実施形態は、様々な点において、上述の実施形態に一致するので、同じ要素には同じ参照
符号を用いる。
【００４３】
　位置決め面１４を有する固定要素２は、その突起１２が簡略的にのみ示されているが、
そのガイドノッチ１０によって、破線で示されたガイドレール１１上をガイドされており
、その横断面（図１２の斜線部分）は、ガイドノッチ１０の横断面に一致している。
【００４４】
　図１３、図１５、図１７に示したように、横断刃３２と、同じ面に配置されたさらなる
横断刃５０と、が設けられており、これらは、約２０°未満で互いに対して鋭角に、かつ
、近づいてくる胸屠体の移動方向又はガイドレール１１の長手軸方向に対して同じ角度で
配置されている。
【００４５】
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　図１３では、正中面２０の位置が明らかになっている。当該正中面は、描画面に対して
垂直に、固定要素２の中心を通って延在するとともに、（水平な）移動方向２８に対して
垂直に延在している。図１４では、正中面２０も描画面内に位置する面として示されてお
り、横断刃３２及び個別には示されていないさらなる横断刃５０は、正中面２０に対して
垂直に配置されている横切断面３５内に延在する。横切断面３５は、胸屠体４のジオメト
リによって決定され、一般的には水平に延在する横断面３４と、３０°までの角度ｔｓ、
ここでは約５°から１０°の角度を形成し得る。
【００４６】
　前頭断刃３６は、前頭断面３９内に延在しており、当該前頭断面は、正中面２０に対し
て垂直に配置されており、鳥胸屠体４のジオメトリによって決定され、横断面３４に対し
て垂直に、すなわち図示された例では垂直に延在する前頭面３８と、３０°までの角度ｆ
ｓ、ここでは約５°から１０°の角度を形成し得る。
【００４７】
　図１４がさらに示すように、横断刃３２及び前頭断刃３６は、先端４４を始点としてい
る。
【００４８】
　特に図１６から認識できるように、全ての刃３２、３６及び５０は、直角の刃本体６０
に取り付けられており、当該刃本体は、横断刃３２およびさらなる横断刃５０が取り付け
られた略水平な柄６２と、そこを始点とし、前頭断刃３６が取り付けられた略垂直な柄６
４と、を有している。水平な柄６２と垂直な柄６４との移行領域において、先端４４が移
動方向２８に反して突出している。全ての刃は、交換可能なダイ又は切刃として構成され
ており、ネジで刃本体６０に固定された取付板によって、容易に交換できるように固定さ
れている。図１６は、それを、前頭断刃３６、及び横断刃３２、５０に関して示している
。当該前頭断刃は、ダイ６６として形成されており、当該ダイは、取付板６８及びネジ７
０を用いて、垂直な柄６４に交換可能に保持されている。このとき、各ダイの位置は、各
柄の外側縁内の凹部によって、例えば垂直な柄６４内の凹部７２によって、正確に決定さ
れている。
【００４９】
　刃本体６０の水平な柄６２では、上側スクレーパ７４と下側スクレーパ７６とが、横切
断面３５に対して垂直に、回転可能に支承されたスクレーパシャフト７８に、回転しない
ように保持されている。スクレーパシャフト７８には、さらに、操作レバー８０が回転し
ないように取り付けられており、当該操作レバーは、固定要素２又は胸屠体４が到着した
際に、それらによって移動させられ、このときスクレーパ７４、７６を共に移動させるの
で、これらは、横断刃３２の上側及び下側を、並びに横断刃５０に沿って移動させられ、
まず移動方向２８においてこれらをかするように移動する。このとき、掛かったままの肉
の残りがある場合は取り去られ、さらに、スクレーパ７４及び／又はスクレーパ７６は、
第１の実施形態の場合のように駆動体の機能を果たし、それによって、胸軟骨は刃に沿っ
て移動し、掛かったままになることは回避される。
【００５０】
　操作レバー８０には、バネによって負荷が与えられた圧力シリンダ８２が連結されてお
り、当該圧力シリンダは、固定要素２又は胸屠体４の通過後、操作レバー８０を初めの位
置まで（図１３では時計回りに見える）、操作レバー８０が刃本体に固定されたストッパ
８４に衝突するまで戻す。このとき、当該ストッパは、胸屠体の通過後、移動方向２８と
は反対に移動し、横断刃及びさらなる横断刃を再度取り外す。
【符号の説明】
【００５１】
　　２　固定要素（搬送装置）
　　４　鳥胸屠体
　　６　ガイド部
　　８　固定部
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　　１０　ガイドノッチ
　　１１　ガイドレール
　　１２　突起
　　１４　位置決め面
　　１６　固定ピン
　　２０　正中面
　　２２　胸骨
　　２４　胸軟骨
　　２６　軌道
　　２８　移動方向
　　３０　切断装置
　　３２　横断刃
　　３４　横断面
　　３５　横切断面
　　３６　前頭断刃
　　３８　前頭面
　　３９　前頭断面
　　４０　移行部
　　４２　矢状方向
　　４３　下降方向
　　４４　先端
　　５０　さらなる横断刃
　　５２　駆動体
　　５４　アーム
　　６０　刃本体
　　６２　水平な柄
　　６４　垂直な柄
　　６６　ダイ
　　６８　取付板
　　７０　ネジ
　　７２　凹部
　　７４　上側スクレーパ
　　７６　下側スクレーパ
　　７８　スクレーパシャフト
　　８０　操作レバー
　　８２　圧力シリンダ
　　８４　ストッパ
　　ｔ　符号３２と符号２８との間の角度
　　ｆ　符号３６と符号２８との間の角度
　　ｔｓ　符号３５と符号３４との間の角度
　　ｆｓ　符号３９と符号３８との間の角度
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